
経済産業省製造産業局
紙業生活文化用品課長　殿

日本大昭和板紙株式会社

古紙を配合した紙製品全体に係る古紙配合率の追加実態調査の実施について

掲題のご依頼いただきました件の内、＜当面の対応に関する項目＞につき、回答いたします。

＜当面の対応に関する項目＞

Ⅰ．各社では、詳細な原因の究明等について、社内で調査委員会を設立するなどにより調査を

進めるとしているが、その調査の体制、社外からの参加の有無、調査項目、終了時期。

回答： ２つの委員会を組織し、進めてまいります。

１．調査委員会

①　目的： 古紙パルプ配合率の乖離問題の実態調査を行い、原因の究明と
責任の所在を明らかにすること及び対応策の検証を目的としています。
社外学識経験者を含め、6名で構成いたしております。

②　メンバー
委員長　：　日本大昭和板紙（株）総務人事本部長　 濱島明人

委員　　 ： 外部有識者 弁護士 中原　正人
社外監査役 菊池　恒雄
社内監査役 久保田　道孝
日本大昭和板紙（株）総務部長　 鈴木　雅夫
　　　　　　　 社長室長　　　　　　　 井上　晋一郎

③　調査項目
*　乖離調査 古紙パルプ配合率の乖離実態の調査・とりまとめ

*　受注判断調査 実際に配合可能な率と異なる基準で受注判断
するに至った経緯･原因･責任の所在の調査・
取りまとめ

２．再発防止委員会

①　目的： 調査委員会の調査を踏まえ、具体策を速やかに実行に移しながら、
早期に顧客に信頼される供給体制の再構築を目的としています。
調査委員会と平行して社内メンバーで構成し、最終的には再発
防止策について調査委員会に報告いたします。
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②　メンバー
委員長　 ：日本大昭和板紙（株）　総務人事本部長　　濱島明人

委員　　　：日本大昭和板紙(株）
洋紙・特殊紙営業本部長　　　津山　峯生
白板紙営業本部長　　　　　　　橋本　　裕
技術本部長　　　　　　　　　　　 軽部　俊一

③　再発防止検討項目

・営業受注時、配合率確認の徹底

・コンプライアンス体制の構築及び教育

・顧客に対しての配合率保証体制の確立

などの検証

終了時期：両委員会の実態調査及び原因調査を踏まえ、2月末を目標に最終報告を

いたします。

Ⅱ．古紙配合率の表示と実態に乖離のある紙製品の、表示の訂正、削除について

現時点で講じている措置。

回答： １．古紙配合率の表示と実態が乖離している対象製品の全ての生産・出荷を停止しています。

２．特注品については、個別ユーザーに確認して、乖離のない配合率による生産・出荷の

対応を進めています。

①　現状の製品の代替品の提案

②　在庫品の取り扱い

・ユーザーの了解のもとにラベルの貼り替えで正しく表示して販売

・了解を得られない得意先については、回収を行います。




